
 

 

近江八幡市公告 

 

新庁舎総合管理業務委託について、公募型プロポーザルによって事業者の選定を行うので 

次のとおり公告する。 
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１ 趣旨・目的 

庁舎は、市民共有の財産であり、平常時または災害時においても長期にわたり安定的な市民サービス

の提供を可能とする機能を維持することが必要である。 

本業務は、現在建替えを進めている新庁舎の設備管理、保安警備、清掃、執務環境測定、電話交換、

総合案内等の施設運営管理業務を総合的に委託することにより管理責任を一元化し、また、民間のノウ

ハウを活用することで、管理業務の品質及び利用者の利便性向上と施設の長寿命化、維持管理コストの

削減などを図り、建物の美観及び環境衛生を保全し、業務管理の質の向上を実現させるために適正な管理

運営を行うことができる豊富な技術や経験等を有する事業者を選定するため、公募型プロポーザル方式

による事業者の選定手続きについて必要な事項を定めるものである。 

 

２ 業務概要 

(1) 業 務 名 新庁舎総合管理業務委託 

(2) 業務内容 「新庁舎総合管理業務委託仕様書」のとおり 

(3) 履行期間 令和８年１月１日から令和１０年１２月３１日まで 

地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約であるため、この契約に係る予算の減額又は削除が

あった場合は、契約日からこの期間の中途において当該契約を変更又は解除することがある。 

※契約締結日から令和７年１２月３１日までを準備期間とし、受託者は、この期間において本業務に

必要となる人員の育成や機器の準備等、業務の適正な履行が可能な体制を整えることとする。特に、

受電開始時点（令和７年９月）までに電気主任技術者の選任が必要となることに留意すること。 

(4) 提案上限額  

委託期間中の年度別及び総額の提案上限額を下表のとおり想定している。（共に消費税相当額を含

まない） 

 

 

 

 

 

 

３ 参加資格要件等 

(1) 参加資格要件 

本公募型プロポーザルに参加できる者は、次の全ての要件を満たすものとする。 

① 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項の規定に該当しないこと。 

② 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続き開始の申立てがなされている者（更

生手続き開始の決定を受けているものを除く）又は、民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 

提案上限額 

（年度別） 
25,037,000 円 91,920,000 円 91,920,000 円 68,940,000 円 

提案上限額 

（総額） 
277,817,000 円 
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基づく開始の申立てをされている者。（再生手続き開始の決定を受けている者を除く）でないこ

と。 

 ③ 自社又は自社の役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77

号）第２条第２号に掲げる暴力団、同条第６号に掲げる暴力団員及びそれらの利益となる活動を

行っている者でないこと（優先交渉権者となった場合には、必要に応じて別に定める誓約書、役

員名簿の提出及び当該役員について警察当局に照会することについて、あらかじめ了知するこ

と）。 

④ 本業務の落札決定の日までに、近江八幡市建設工事等一般競争入札参加停止及び指名停止基準

に基づく停止措置の期間中でないこと。 

⑤ 参加表明書等の受付日までに「令和７年度近江八幡市役務提供競争入札参加資格者名簿」の登録

があること。 

⑥ 過去１０年以内（平成２７年度～令和６年度）に、滋賀県または京都府内において、建築物に

おける衛生的環境の確保に関する法律（昭和 45 年法律第 20 号）（以下、「ビル管理法」という。）

に規定する建築物環境衛生管理技術者の選任が必要な公共施設（延床面積 5,000 ㎡以上）の総

合管理業務を元請けした実績があること。ただし、履行中の契約については、令和７年４月１日の

時点で履行期間が 1 年を経過するものを実績とする。 

※総合管理業務は、施設の設備管理・保安警備・環境測定・清掃の４業務を含むものとする。 

⑦ 本事業の遂行に必要な資格を有するもので構成し、又は関連会社・協力会社を含めて必要な資格

等を網羅し、一連の業務を確実に遂行できる者であること。 

 

４ 担当部署 

滋賀県近江八幡市桜宮町２３６ 

近江八幡市 総務部 管財契約課 

電 話：０７４８－３６－５５２５ 

 Ｆ Ａ Ｘ：０７４８－３２－３２３７ 

 Ｅ－ｍａｉｌ：010416@city.omihachiman.lg.jp 

  

５ 優先交渉権者の選定 

(1)本プロポーザルは、新庁舎総合管理業務委託公募型プロポーザル選定委員会（以下、選定委員会

という。）において、審査を実施する。 

 

(2)選定方法 

 ① 実績、企画提案及び提案価格の評価を合算した総合評価にて選定を行う。 

② 総合評価点（１５０点満点）が最も高い提案事業者を優先交渉権者とし、次に評価点が高い提

案事業者を次点者とする。ただし、提案価格の評価点を除く実績評価点及び企画提案評価点（１

mailto:010416@city.omihachiman.lg.jp
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２０点満点）が６割に満たない場合は、優先交渉権者及び次点者として特定しない。 

 ③ 企画提案審査及びヒアリング審査における企画提案評価点の算出方法は、選定委員会委員によ

る評価の平均点を算出する。 

 ④ 最高総合評価点数が同点の場合は、実績評価点及び企画提案評価点が最も高い事業者を優先交

渉権者とし、次に高い事業者を次点者に選定する。実績評価点及び企画提案評価点も同点の場合

は、選定委員会で協議のうえ、優先交渉権者及び次点者を特定する。 

⑤ 参加者が１者のみの場合であっても内容の審査及び評価を行い、価格評価点を除く実績評価点

及び企画提案評価点が６割以上を満たしている場合は、優先交渉権者として選定する。 

⑥「提案価格」の評価において、提案のあった見積書の金額が提案上限額を超えた場合は、提案は

失格とし、評価の対象外とする。 

 

６ 実施スケジュール 

本プロポーザルの実施スケジュールは以下のとおりとする。 

項目 日程 

① 公告 令和７年４月 １日（火） 

② 質問書の受付期間 
令和７年４月 １日（火）から 

令和７年４月１１日（金）17 時まで 

③ 質問回答の公表 令和７年４月１６日（水） 

④ 参加表明書等の提出期限 令和７年４月１８日（金）17時まで 

⑤ 参加資格確認結果通知（発送） 令和７年４月２３日（水） 

⑥ 企画提案書類の提出期限 令和７年５月 ９日（金）17 時まで 

⑦ 選定委員会（プレゼンテーション） 令和７年５月２０日（火）【予定】 

⑧ 審査結果通知（発送） 令和７年５月２２日（木）【予定】 

⑨ 契約締結 令和７年６月頃【予定】 

※スケジュールは予定のため、変更する場合がある。 

  

７ プロポーザル参加表明書の提出 

 (1) 提出期限   令和７年４月１８ 日（金）17 時まで(土・日を除く) 

 (2)  提 出 先   「４ 担当部署」へ提出 

 (3) 提出方法    持参、郵送（書留郵便に限る）又は宅配便 

 （郵送又は宅配便による提出の場合は、事前に「４ 担当部署」へ連絡すること。

なお、期限までに到達しなかった場合、いかなる理由をもっても受付しない。） 

 (4) 提出書類及び部数 
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① 参加表明書・誓約書（様式１）・・・１部 

② 会社概要、業務実績及び配置予定統括責任者の実務実績（様式２）・・・各１部 

 (5) 留意事項 

① 上記(4)②．の「会社概要及び業務実績」のうち、業務実績には、過去 10 年以内（平成 

２７年度～令和６年度）に、滋賀県または京都府内において、ビル管理法に規定する建築

物環境衛生管理技術者の選任が必要な公共施設（延床面積 5,000 ㎡以上）の総合管理業務

を受託した実績を記入すること。また、添付書類として、契約ごとに業務実績の記載事項

が掲載されている契約書の写し及び当該契約書に付属する仕様書等の概要部分の写しを提

出すること。 

② 設計図書等の参考資料は、「令和７年度近江八幡市役務提供競争入札参加資格者名簿」の

登録がある事業者に対し、電子記録媒体(CD-R)にて貸出を行う。貸出を希望する場合は事

前に総務部管財契約課に連絡のうえ、直接受取りに来ること。なお、貸出したCD-Rは、参

加申込に係る検討以外の目的で使用することを禁止し、企画提案書の提出期限(令和7年5月

9日まで)に返却すること。 

 ③ 参加表明書等の提出後は、当該書類の内容変更・追加を認めない。 

 

８ 本業務に関する質問書の提出 

(1) 提出期限  令和７年４月１１日(金) 17時まで 

(2) 提 出 先 「４ 担当部署」へ提出 

(3) 提出方法  電子メール 

(4) 提出書類  質問書（様式３） 

（5）回答方法  質問は一括して取りまとめ、令和７年４月１６日（水）に市ホームページにて 

公表する（質問者名は表示しない）。なお、回答に対する再質問は受け付 けない。 

(6) 留意事項 

① 質問は、本プロポーザルにおける企画提案書等を作成するうえで必要な事項に限る。 

② 質問書の提出は、各参加者１回までとする。 

③ 本プロポーザルに参加しないことが明らかな者からの質問及び本業務に関係のない質問に 

 ついては、原則として回答しない。 

 

９ 企画提案書類の提出 

(1) 提出期限  令和７年５月９日（金）17 時まで 

(2) 提 出 先  「４ 担当部署」へ提出 

(3) 提出方法  持参、郵送（書留郵便に限る）又は宅配便 

（郵送又は宅配便による提出の場合は、事前に連絡のこと。） 
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(4) 提出書類及び部数 

書類名（様式） 部数 

企画提案書（様式４号） １部 

工程表（Ａ３版横向き１ページ） ８部 

企画提案詳細説明（任意様式） 

※Ａ４版（縦向き又は横向き）１６ページ以内とする。Ａ３版（横向き）の

使用も可とするが、Ａ４版２ページとして換算する。 

※使用する文字は、１１ポイント以上とし書体は任意とする（必要な注釈、

ふりがな及び掲載図中の記載文字は除く）。 

８部 

見積書（様式５号） 

※見積金額は、消費税及び地方消費税を除く金額とする。 

※内訳書（任意様式）を添付すること。 

※見積書及び内訳書は、企画提案書とは別に封筒に入れ、「業務名」を記入

し封印すること。 

１部 

 (5)辞退 

   プロポーザル参加資格確認結果を通知した後、応募を辞退する場合は辞退届（任意様式）を提出

すること。 

(6) 留意事項 

① 企画提案説明書には、参加者が特定できる内容の記述（事業者名・個人名等）は行わないこと。 

なお、該当部分を塗りつぶし等により処理してもよい。 

② 企画提案書の提出後は、当該書類の内容変更・追加を認めない。 

③ 提出された企画提案書等は返却しない。また、市の了解なく公表及び使用してはならない。 

 

１０ 審査方法等 

(1)第一次審査 

① 審査方法  

提出された参加表明書等を審査し、令和７年４月２３日(水)に、「参加資格確認結果通知書」を

発送する。 

🔸参加表明書の提出が５者を超えた場合※ 

参加表明書と共に提出された様式２（2/3）業務実績に記載された建物総合管理の実績や様式２

（3/3）配置予定統括責任者の実務実績に記載された実務実績等を基に一次審査を行い、二次審査  

への参加者数の調整を行う。 

※５者を超えない場合は一次審査を行わない。 
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② 審査項目及び留意事項 

審査項目 留意事項 

建物総合管理の業務実績（最大５件） ・指定管理は実績としない 

配置予定統括責任者の実務実績（最大３件） ・指定管理は実績としない 

(2)第二次審査 

① プレゼンテーション及びヒアリングの実施 

ア 実施日時、場所等については、第一次審査後に通知する。 

イ 審査の公正公平を期すため、参加者を特定できるような発言等をしないこと。 

ウ 出席者は４人以内とし、当市に配置予定の統括責任者は、必ず出席すること。 

エ プレゼンテーションは２０分以内とし、その後ヒアリングを２０分程度行う。 

オ プロジェクター・スクリーン、ＨＤＭＩケーブル及び電源は担当部署で用意する。 

その他、必要なＰＣ機器等は各参加者で用意すること。 

カ 第二次審査における審査・評価に係る選定委員会は、非公開とする。 

② 審査項目及び配点等 

評価項目 評価のポイント 配点 

１ 業務実績  

様式 ２(2/3) 

過去10年に同種・類似業務を元請として受託した実績 

◆ 評価点＝実績１件×（ 3 か 5 か 7 ）点 

※延床面積12,000㎡以上の場合： １施設につき7点 

 10,000㎡～12,000㎡未満の場合：１施設につき5点 

5,000㎡～10,000㎡未満の場合：１施設につき3点 

上記に加え、電話交換業務または総合案内業務の受託実績がある場合は 

１施設につきそれぞれ1点ずつ加点する。 

 

最大５件で、１５点を超える場合は１５点とする。 

 

１５ 

２ 配置予定統括責任者 

の業務実績 

様式 ２(3/3) 

 

これまでに総合管理の統括責任者として従事した実績 

◆ 評価点＝実績１件×（5 か 7 か 10 ）点 

※延床面積12,000㎡以上の施設で従事 : １施設につき10点 

 10,000㎡～12,000㎡未満の施設で従事：１施設につき7点 

5,000㎡～10,000㎡未満の施設で従事:１施設につき5点 

上記に加え、統括責任者として従事した通算経験年数が 

10年以上は5 点、5年以上10年未満は3点を加点する。 

 

最大３件で、１５点を超える場合は１５点とする。 

 

 

 

１５ 
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３ 企画提案 配点 

 業務実施方針 本市庁舎の総合管理業務の趣旨・目的に基づいた各

業務の効率的・効果的な業務実施方針は明確か 
10 

１５ 

業務開始を円滑に行うための準備期間の考え方 5 

実施体制 統括責任者をはじめ各業務責任者の技能やコミュニ

ケーション力・マネジメント力に関する考え方 
5 

２０ 

統括責任者を中心とした指示系統や業務遂行におけ

る各業務責任者の責任・権限等の所在、本市との連

携の考え方 

10 

不測の事態等緊急時において、速やかに対応できる

準備態勢について（本部・拠点からのバックアップ

体制等） 

5 

業務品質の管理 点検結果や施設管理情報の集約等による、今後の持

続可能な施設マネジメントについての提案（長寿命

化やライフサイクルコストの低減等） 

10 

２０ 各業務のマニュアル化・効率化に関する考え方 5 

庁舎屋内外の美観を継続的に維持していくための清

掃の取組方法 
5 

その他独自の 

提案事項 

有益な追加サービス・特徴のある取組等、積極的な

事業提案 
10 

２０ 
本市職員の業務負担軽減に向けた独自提案（届出書

作成、伝票管理、計画策定助言、印刷代行等） 
10 

プレゼンテーション プレゼンテーションが簡潔かつ明瞭か。 5 

１５ 質問に対する応答が明快か。 5 

本事業に積極的に取り組む姿勢や熱意が感じられる

か。 
5 

４ 提案金額：様式５ ◆評価点＝最低金額／提案金額×30 点  ３０ 
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③ 採点の方法 

   事業者の実績に係る採点は、審査項目及び配点のとおりとし、それ以外の採点は、次のとおりと

する。 

評価（5段階） 評価の程度 評価点化（5段階） 

Ａ 優れた提案である 配点×1.0 

Ｂ やや優れた提案である 配点×0.8 

Ｃ 標準的な提案である 配点×0.6 

Ｄ やや劣った提案である 配点×0.4 

Ｅ 評価できる提案ではない、または不採用 配点×0.2 

④ 総合評価の算定方法 

総合評価は加点方式とし、次のとおり算定するものとする。なお、各得点は、小数点第三位以下

を四捨五入し、小数点第二位までの値とする。 

ア 価格評価点（満点30点）の算定 

価格評価点 ＝ 30 × (最低提案価格／提案価格) 

・提案価格…見積書（様式５号）において記載した見積金額とする。 

・最低提案価格…各提案者のうち、最低価格にて提案された額とする。 

イ 総合評価点の算定 

総合評価点 ＝実績評価点＋企画提案評価点＋価格評価点 

 

１１ 結果の通知 

提案内容に関する選定結果は、近江八幡市管財契約課ホームページにおいて公表し、優先交渉権

者及び次点者に対して通知する。なお、ホームページには選定の経緯、参加表明事業者、優先交

渉権者及び次点者を公表する。なお、審査の経緯及び結果に関する質問、説明要求、意見等は受付け

ない。 

 

１２ 失格 

次のいずれかに該当する場合には、提出された企画提案書等を無効とし、本プロポーザルへの参

加資格を失う。  

(1) 提出期限を過ぎて提出された場合  

(2) 提出書類に虚偽の記載があった場合  

(3) 審査の公平性を害する行為があった場合  

(4) 本要領２（４）に示す提案上限額を超えた場合  

(5) その他、本市が不適格と認めた場合  
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１３ 契約 

(1) 契約手続 

① 本プロポーザルにおいて優先交渉権者として選定された者から別途見積を徴取し、契約の交渉

を行う。なお、その際、企画提案書等の詳細について協議又は調整のうえ、企画提案等の内容を一

部変更して契約する場合がある。また、当該企画提案書等（内容を一部変更した場合は、変更後の企

画提案書等）については、契約書の内容に含むものとする。 

② 契約金額は、見積書の金額を上限とする。 

③ 優先交渉権者に辞退、もしくは事故等があり、契約の交渉が不可能となった場合は、次点の者を

優先交渉権者とするものとする。 

④ 優先交渉権者と交渉が成立した場合において、業務委託契約を締結するものとする。 

⑤ 契約方法は、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の２に基づく随意契約とす

る。 

(2) 委託料の支払 

業務委託料の支払いは月払いとし、契約金額の各年度内訳金額を１２ヶ月（令和７年度は準備

期間を除く令和８年１月以降の３ヶ月）で除した金額を各月の市の検査合格後に支払う。なお、

準備期間中は、業務委託料は発生しないものとする。 

 

１４ その他 

(1) 費用負担 

本プロポーザルの参加等に係る、提出書類の作成、プレゼンテーション及びヒアリング等に要する

費用は各参加者の負担とする。 

(2) 提出書類の取扱い 

① 提出された書類は、事業者選定の目的以外に提出者に無断で使用しないものとする。 

② 提出された書類は、公正性、透明性を期すために、関連規定等に基づき公開することがある。 

③ 提出された書類は、事業者選定を行うために必要な範囲又は公開等の際に複製を作成すること

がある。 

④ 書類提出後、本市の判断により補足資料の提出を求めることがある。 

⑤ 提出された書類は返却しない。 

 ⑥ 電子メール等の通信事故、郵送及び宅配などの事故について、本市はいかなる責任も負わな

い。 

⑦ 使用する言語、通貨及び単位は、日本語、日本国通貨、日本の標準時及び計量法（平成4年法律

第51号）に定める単位とする。 

         


